
介
護
保
険

国
民
年
金

税　
　

金

健
康
保
険

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る

利
用
者
負
担
の
軽
減

対
象
と
な
る
社
会
福
祉
法
人

が
提
供
す
る
介
護
老
人
福
祉
サ

ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
利
用
者

負
担
額
や
、
食
費
・
居
住
費

（
滞
在
費
）が
申
請
に
よ
り
軽
減

さ
れ
ま
す
。
市
民
税
非
課
税
世

帯
に
属
し
、
次
の
全
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方
が
対
象
。

�
年
間
収
入
が
単
身
世
帯
で
１

５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員
が
１

人
増
え
る
ご
と
に
５０
万
円
を
加

算
し
た
額
以
下

�
預
金
な
ど
の
額
が
単
身
世
帯

で
３
５
０
万
円
以
下
、
世
帯
員

が
１
人
増
え
る
ご
と
に
１
０
０

万
円
を
加
算
し
た
額
以
下

�
居
住
用
の
土
地
・
家
屋
以
外

に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

�
他
の
世
帯
の
扶
養
を
受
け
て

い
な
い

�
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

な
い対

象
と
な
る
社
会
福
祉
法
人

や
サ
ー
ビ
ス
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
参
照
。

申
請
な
ど
は
、
お
住
ま
い
の

区
の
区
役
所
地
域
福
祉
課（
�

�
区
１
ペ
ー
ジ
）へ
。

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

負
担
の
限
度
額
が
一
部
変
更

ひ
と
月
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
者
負
担
が
一
定
の
限

度
額
を
超
え
た
と
き
、
申
請
に

よ
り「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

８
月
か
ら
一
定
以
上
の
収
入

の
あ
る
方
は
限
度
額
が
４
万
４

４
０
０
円
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

同
一
世
帯
の
６５
歳
以
上
の
課

税
所
得
に
よ
り
限
度
額
は
次
の

と
お
り
と
な
り
ま
す
。

�
課
税
所
得
６
９
０
万
円（
年

収
約
１
１
６
０
万
円
）以
上
の

方
が
い
る
世
帯
�
１４
万
１
０
０

円�
課
税
所
得
３
８
０
万
円（
年

収
約
７
７
０
万
円
）以
上
の
方

が
い
る
世
帯
�
９
万
３
０
０
０

円
詳
し
く
は
区
役
所
地
域
福
祉

課（
�
�
区
１
ペ
ー
ジ
）へ
。

食
費
・
居
住
費
に
係
る
利
用
者
負
担
の

軽
減
制
度
が
一
部
変
更

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

の
介
護
保
険
施
設
に
入
所
し
た

際
に
か
か
る
食
費
・
居
住
費
に

つ
い
て
、
所
得
が
低
い
方
に
対

し
て
、
所
得
に
応
じ
た
自
己
負

担
の
限
度
額
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
限
度
額
を
超
え
た
分
は
、

申
請
に
よ
り
介
護
保
険
か
ら
給

付
さ
れ
ま
す
。

８
月
か
ら
次
の
変
更
が
あ
り

ま
す
。

�
所
得
区
分
の
細
分
化

�
食
費
の
限
度
額
の
引
き
上
げ

�
預
貯
金
等
資
産
に
関
す
る
要

件
詳
し
く
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（
２
次
元

コ
ー
ド
）参
照
か
区

役
所
地
域
福
祉
課（
�
�
区
１

ペ
ー
ジ
）へ
。

病
気
や
け
が
で
障
害
の
状
態

に
な
っ
た
と
き
、
次
の
全
て
に

該
当
す
る
方
は
障
害
基
礎
年
金

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

�
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気

や
け
が
の
初
診
日
が
、
１９
歳
以

下
か
国
民
年
金
に
加
入
中
で
あ

る
。
ま
た
は
、
国
民
年
金
に
加

入
し
て
い
た
６０
〜
６４
歳
の
方
で

国
内
在
住
中
に
初
診
日
が
あ

る
。

�
障
害
認
定
日（
初
診
日
か
ら

１
年
６
カ
月
を
経
過
し
た
日
か

１
年
６
カ
月
以
内
に
症
状
が
固

定
し
た
日
）に
、
国
民
年
金
障

害
等
級
表
の
１
級
か
２
級
の
状

態
に
あ
る
か
、
障
害
認
定
日
に

障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
表
の

２
級
以
上
に
該
当
し
な
か
っ
た

が
、
そ
の
後
、
６５
歳
に
達
す
る

日
の
前
日
ま
で
に
２
級
以
上
に

該
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

�
初
診
日
の
前
日
時
点
で
、
初

診
日
の
前
々
月
ま
で
の
保
険
料

を
納
め
た
期
間（
免
除
・
納
付

猶
予
な
ど
を
含
む
）が
加
入
期

間
の
３
分
の
２
以
上
あ
る
か
、

初
診
日
の
前
々
月
ま
で
の
直
近

１
年
間
に
保
険
料
を
滞
納
し
て

い
な
い
。

請
求
前
に
年
金
手
帳
や
病
歴

な
ど
の
経
過
が
分
か
る
も
の
を

持
っ
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
初
診
日
が
第
２
号
か

第
３
号
被
保
険
者
期
間
中
の
方

は
、
堺
東
年
金
事
務
所
か「
街

角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー（
堺

東
・
な
か
も
ず
）」に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

�
区
役
所
保
険
年
金
課（
�
�

区
１
ペ
ー
ジ
）か
堺
東
年
金
事

務
所（
�
２３８
・
５
１
０
１
）

病
気
の
早
期
発
見
や
健
康
の

た
め
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
は
、
人
間
ド
ッ
ク（
総
合

健
康
診
断
日
帰
り
コ
ー
ス
）を

年
度
中
１
回
に
限
り
自
己
負
担

３
割
で
受
診
で
き
ま
す
。
自
己

負
担
額
は
男
性
１
万
２
５
９
０

円
、
女
性
１
万
２
８
９
０
円

（
乳
房
検
査
を
追
加
し
た
場
合

は
１
万
３
５
４
０
円
）。

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
が

対
象
。

�
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

�
申
込
日
と
受
診
日
時
点
で
３０

〜
７４
歳

�
年
度
中
に
特
定
健
康
診
査
を

受
診
し
て
い
な
い
方

�
申
込
日
に
、
前
年
度
分
ま
た

は
前
々
年
度
分
の
保
険
料
を
完

納
し
て
い
る
方

�
受
診
希
望
日
の
２
週
間
以
上

前
に
、
直
接
、
取
扱
健
診
機
関

へ
。詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
区
役
所
保
険
年
金
課
や
取
扱

健
診
機
関
に
あ
る
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
国
保
の
し
お
り
参
照
。

�
国
民
健
康
保
険
課（
�
２２８
・

７
５
２
２

�
２２２
・
１
４
５
２
）

事
業
所
税
は
、
大
都
市
の
都

市
環
境
の
整
備
事
業
な
ど
の
費

用
に
充
て
る
た
め
、
市
内
の
事

業
所（
事
務
所
、
店
舗
、
工

場
、
倉
庫
な
ど
）で
事
業
を
行

う
法
人
と
個
人
に
対
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。

市
内
に
あ
る
全
事
業
所
の
床

面
積
の
合
計
が
８
０
０
㎡
以
上

か
従
業
者
数
が
８０
人
以
上
の
場

合
、
法
人
は
事
業
年
度
終
了
の

日
か
ら
２
カ
月
以
内
に
、
個
人

は
翌
年
の
３
月
１５
日
ま
で
に
申

告（
納
付
）し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
事
業
所
な
ど
を
新
設

し
た
場
合
は
、
開
設
後
１
カ
月

以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

�
法
人
諸
税
課（
法
人
課
税
係

�
２３１
・
９
７
４
２

�
２５１
・

５
６
３
１
）

個
人
事
業
税
第
１
期
分

納
期
限
は
８
月
３１
日

８
月
中
に
納
付
書
を
お
送
り

し
ま
す
。
納
期
内
納
付
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
納
税
が
困
難

な
場
合
に
は
納
税
の
猶
予
制
度

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
府
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ（
２
次
元
コ
ー
ド
）

参
照
。

�
泉
北
府
税
事
務
所（
�
２３８
・

７
２
２
１

�
２２２
・
６
５
３

６
）市

・
府
民
税

第
２
期
分

納
期
限

８
月
３１
日

納
期
限
ま
で
に
、
金
融
機
関

か
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。
ペ
イ
ジ
ー

に
対
応
し
た
金
融
機
関
の
Ａ
Ｔ

Ｍ（
現
金
自
動
受
払
機
）や
モ
バ

イ
ル
決
済（
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ

ｙ
・
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
・
楽
天
銀
行
コ

ン
ビ
ニ
支
払
サ
ー
ビ
ス
・
Ｐ
ａ

ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
）で
も
納
め
ら
れ
ま

す
。
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方

は
、
預
貯
金
残
高
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

�
納
税
課（
�
�
区
１
ペ
ー
ジ
）

か
税
務
運
営
課（
収
納
係

�

２２８
・
３
９
５
７

�
２２８
・
７
６

１
８
）

利
用
者
の
負
担
軽
減
と

８
月
か
ら
の
制
度
改
正

国民健康保険
人間ドックの受診
市が７割助成

健診は、受けなきゃ損
健康維持の第一歩です！
申し込みされた方に、
この封筒で受診券を
お送りします

国民健康保険課
職員

事業所税の

申告（納付）を

障害基礎年金は老後だけでなく
現役世代の方も受け取ることができます。
該当するか分かりにくい場合は、

ご相談ください！

この他、老齢基礎年金や
遺族基礎年金などについ
ては市ホームページへ�

障
害
基
礎
年
金

こ
ん
な
と
き
は
相
談
を

医療年金課
職員

さかい 

●
収
入
の
大
幅
な
減
少
な
ど
に
よ
り
、
市
税
や
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
方
は
、
減
免
や
支
払
い
の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令和３年（２０２１年）８月１日広報くらし 介護・年金・保険・税金９


